
「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」に係る改訂履歴

改訂後のページ改訂の内容整理番号

P４８、P54許可申請等の代理について、行政書士等に限定する旨を追記１

P５２提出図面のうち、土地の断面図に盛土の施工方法の記載を追記２

P６０許可を受けた工事について、大幅な計画変更がある場合の住民周知の運用を追記３

P92、P93、
P94

完了及び中間検査項目、工事記録写真撮影項目を追記４

－文言修正（説明及び法令条文の追記等）５

■令和８年４月１日改訂



「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」に係る改訂履歴

改訂後のページ改訂の内容整理番号

P４９、P５０、
P５５

佐賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の条項について追記１

－文言修正（細則制定に伴う「予定」などの修正であり、内容の修正はなし）２

■令和７年１２月17日改訂



「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」に係る改訂履歴

改訂後のページ改訂の内容整理番号

P８、P１７-P18「盛土、切土の高さ」及び「面積」の考え方について追記１

P２８既存擁壁のやり替えを行う場合の取扱いについて追記２

P４２標準処理期間について追記３

P４３‐P４４許可申請書・届出書の受付窓口（予定）について追記４

P４５‐P４７許可申請書・届出書の提出部数（予定）について追記５

P４８、P５４申請者確認書類（法人）において、住民票等の提出が必要な役員の範囲について追記６

P４９、P５５
P５９

周辺住民への周知を行ったことを証する書類について、周知に使用した資料を添付する
ことについて追記

７

P１０４区域指定時着手工事の届出について、法の対象外や、政令第５条で定める災害の発生のお
それがないと認められる工事等（許可不要工事）については、届出の対象外である旨追記

８

P12６、P13６渓流等における三次元解析による検証について、文言修正９

P１９６-P19８手数料額（案）について追記１０

P１９７手数料算定における面積の考え方について追記１１

■令和７年１２月４日改訂


